
様式３（事業評価調書）
事業評価（目的設定、中間評価、事後評価） （評価年度：令和６年度）

秋田県警察運営の基本方針と重点目標
重点目標 県民を犯罪等から守るための取組

施策の方向性 被害者の視点に立った警察活動

事業名 犯罪被害者支援事業 事業年度
Ｈ９ 年度～

年度
所属名 警務部警務課
係名 被害者支援係

１ 事業実施の背景及び目的
平成17年、犯罪被害者等基本法が施行され国、地方公共団体、関係機関等が連携して、犯罪被害

者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、犯罪被害者等の権利利益の保護が図られる社会の
実現を目指すこととされた。

２ 事業概要及び財源 （単位：千円）

事業内訳 概要
翌(今)年度 前年度 最終年度

予算額 決算(見込)額 決算(見込)額

犯罪被害者支援に要 犯罪被害者の精神的・経済的
１ する経費 負担を軽減させることを目的 5,131 5,557

とした活動を行う。

２

３

４

その他合計（ 件）

財政内訳 左の説明 5,131 5,557
国 庫補助金 都道府県警察費補助金ほか 2,211 2,649
県 債
そ の 他
一 般 財 源 2,920 2,908

３ 事業の効果を把握するための手法及び効果の見込み
【指標Ⅰ】

指 標 名 警察本部臨床心理士によるカウンセリング等実施状況
指 標 式 犯罪被害者等からのカウンセリング等の要望に対し、全て実施する。
出 典 カウンセリング等実施回数
把握時期 当該年度中（実績ｂは暦年１～12月）
年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度

目標ａ 全て 全て 全て 全て 全て 全て 全て 全て 全て
実績ｂ 267 204 144 233 342 203
ｂ／ａ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

【指標Ⅱ】

指 標 名 警察署等の被害者支援員運用状況
指 標 式 犯罪被害者等からの支援の要望に対し、全て実施する。
出 典 被害者支援員運用状況
把握時期 当該年度中（実績ｂは暦年１～12月）
年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度

目標ａ 全て 全て 全て 全て 全て 全て 全て 全て 全て
実績ｂ 331 272 250 244 214 168
ｂ／ａ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%



◎指標を設定することができない場合の把握方法

①指標を設定することができない理由

②見込まれる効果及び具体的な把握方法（データの出典含む）

４ 中間評価
(1) 必要性（現状の課題に照らした妥当性）

平成25年４月、秋田県犯罪被害者等支援条例が施行され、犯罪被害者のための
判

a
理 施策を総合的かつ計画的に推進し、犯罪被害者等を支える地域社会の形成を促進

定 由 することとされた。県警察としては、第４次秋田県犯罪被害者等支援基本計画に
基づき、途切れることのない支援を着実に推進する必要がある。

（判定基準） ａ：必要性が高い ｂ：一定の必要性がある ｃ：必要性が低い

(2) 有効性（事業目標の達成状況）
※指標設定ができない場合「ｂ」判定以下とする。

※二つの指標を設定し、達成率100.0％未満の指標がある場合は、達成率の平均値により判定する。

カウンセリングや被害者支援員による支援の要望には全て対応したほか、公費
判 a 理 負担等各種制度を適切に活用するなど犯罪被害者等の精神的・経済的負担の軽減
定 由 を図った。さらに県及び関係機関による各種施策を通じ、犯罪被害者の心情に対

する県民の理解を深めるなど効果的な支援活動を行った。
（判定基準） ａ：有効性が高い(達成率が100.0％以上) ｂ：一定の有効性がある(ａ、ｃ以外の場合） ｃ：有効性が低い(達成率が80.0％未満)

(3) 効率性（限られた予算で効果を発揮するために努力した内容）
犯罪被害者遺族による「命の大切さ学習教室」を小・中学校９校において開催

判 a 理 し、聴講した児童生徒から講師（遺族）に宛てた手紙を書いてもらうなど同教室
定 由 を効果的に推進した。また、その他行事や施策を重層的に展開し、施策効果の一

層の向上を図った。
（判定基準） ａ：効率性が高い ｂ：一定の効率性がある ｃ：効率性が低い

(4) 総合評価
前 【総合評価の判定基準】

判 Ａ 回 Ａ 「Ａ」：「必要性」「有効性」「効率性」の観点が全て「ａ」判定のもの

定 結 「Ｂ」：「Ａ」「Ｃ」以外の判定のもの

果 「Ｃ」：「必要性」「有効性」「効率性」の観点が全て「ｃ」判定のもの

５ 課題と今後の対応方針
(1) 事業推進上の課題
犯罪被害者支援事業は、犯罪被害者等の精神的・経済的負担の軽減や地域社会全体で犯罪被害者

等を支える機運の醸成を図る有用かつ効果的な事業であり、継続して推進していく必要がある。

(2) 今後の対応方針
引き続き、犯罪被害者等への「途切れることのない支援」を推進して犯罪被害者等の権利利益の

保護が図られる社会を目指すとともに、「命の大切さ学習教室」、「犯罪被害者いのちのパネル展」
等による犯罪被害者等への理解を深める活動等により、規範意識を向上させ、犯罪の起きにくい社
会を目指す。



６ 事後評価
(1) 有効性（事業目標の達成状況）

※指標設定ができない場合「ｂ」判定以下とする。

※二つの指標を設定し、達成率100.0％未満の指標がある場合は、達成率の平均値により判定する。

判 理
定 由

（判定基準） ａ：有効性が高い(達成率が100.0％以上) ｂ：一定の有効性がある(ａ、ｃ以外の場合） ｃ：有効性が低い(達成率が80.0％未満)

(2) 効率性（限られた予算で効果を発揮するために努力した内容）

判 理
定 由

（判定基準） ａ：効率性が高い ｂ：一定の効率性がある ｃ：効率性が低い

(3) 総合評価
【総合評価の判定基準】

判 「Ａ」：「必要性」「有効性」「効率性」の観点が全て「ａ」判定のもの

定 「Ｂ」：「Ａ」「Ｃ」以外の判定のもの

「Ｃ」：「必要性」「有効性」「効率性」の観点が全て「ｃ」判定のもの

７ 類似事業の企画立案に当たっての課題


